
1 

 

入札のお知らせ 

 

次のとおり一般競争入札を実施します。 

 

    令和７年１月２４日 

 

秋田市上下水道事業管理者   工 藤 喜根男 

 

１ 入札に付する事項 

  (1) 入札に付する事項は、次のとおりである。 

番 号 件 名 履行場所 履行期間 入札参加要件 

委託第

２４号 

メーター関連業務

委託 

市内一円 令和７年４月

１日から 

令和８年３月 

３１日まで 

次の①および②の要件を満たし

ていること。 

なお、本業務について２社又は

３社で結成された共同企業体

（各構成員が①および②の要件

を満たすこと）の参加も可とす

る。 

①秋田市総務部契約課から管工

事Ａ級又はＢ級に等級格付され

ていること。 

②秋田市上下水道局の指定給水

装置工事事業者の指定を受けて

いること。 

（基本的要件については別に記

載） 

 

２  入札に関する事項 

(1) 入札の日時 令和７年２月１２日（水）午前１１時０５分 

(2) 入札の場所 秋田市川尻みよし町１４番８号 

秋田市上下水道局 ４階大会議室 

 (3) 入札保証金 秋田市財務規則第１０９条第１項第２号の規定により免除 

(4) 契約の保証 契約金額の１００分の１０以上 

        ただし、管理者が特に必要がないと認める場合は免除 

(5) 契約予定日 令和７年２月１８日（火） 

(6) 注 意 事 項  

ア 入札に当たっては、予定価格の１０分の６以上の範囲内で最低制限価格を設定す 

る。なお、最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札をし 
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た者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以 

上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者 

とする。 

イ 秋田市上下水道局財務規程（昭和４１年秋田市水道局管理規程第３号）および入 

札心得を遵守の上、入札に参加すること。 

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に 

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金 

額を切り捨てた額）を落札価格とするので、消費税および地方消費税に係る課税・ 

免税事業者であるかを問わず、見積りをした契約希望金額の１１０分の１００に相 

当する金額を入札書に記載すること。 

エ 開札の結果、落札者がないときは再度の入札を１回に限り行う。 

オ 落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじにより落札 

者を決定する。  

 

３  上記業務に係る基本的な入札参加要件 

(1) 租税に滞納がないこと。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

こと。 

 (3) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）による営業停止期間中でないこと。 

(4) 秋田市の指名停止期間中又は入札参加資格停止期間中でないこと。 

 (5) 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であると認められる者でないこ 

と。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事 

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされて 

いる者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(7) 秋田市暴力団排除条例（平成２４年秋田市条例第１０号）第２条に規定する暴力団 

員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しない者であること。 

 

４ 共同企業体に関する事項 

 (1) 秋田市上下水道局が発注するメーター関連業務委託に係る共同企業体（以下「共同

企業体」という。）の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって業務を履行

する共同履行方式とする。 

(2) 共同企業体は、確実かつ円滑な履行を図るため、自主結成されるものとする。 

(3) 共同企業体の存続期間は、契約を締結した共同企業体（以下「契約共同企業体」と 

いう。）を除き、当該契約が締結された日までとする。 

(4) 契約共同企業体の存続期間は、契約に係る対象業務の完了後１月を経過した日まで 

とする。ただし、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな 

いものであるときは、当該期間満了後であっても当該委託契約書に基づいて、各構成 
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員は共同連帯してその責を負うものとする。 

 

５ 共同企業体の構成員に関する事項 

(1) 共同企業体の構成員数は、２又は３社とする。 

(2) 共同企業体の構成員の組合せは、(3)の構成員の要件を満たす者による組合せとす 

る。 

(3) 共同企業体の構成員は、秋田市総務部契約課から管工事Ａ級又はＢ級に等級格付さ  

 れ、かつ、秋田市上下水道局の指定給水装置工事事業者の指定を受けている者とし、 

必要として定める要件を満たす者とする。 

 (4) 各構成員の出資比率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところに 

よるものとする。 

一 共同企業体の構成員数が２社の場合 ３０パーセント以上 

二 共同企業体の構成員数が３社の場合 ２０パーセント以上 

(5) 共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）は構成員のうち最大の業務遂行能 

力を有するものとし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。 

 

６ 入札参加申込みに関する事項 

(1) 入札に参加を希望する者は、令和７年２月４（火）までに、次に掲げる書類（以下

「申込書等」という。）を提出し、秋田市上下水道事業管理者の審査の上、一般競争

入札参加資格証の交付を受けなければならない。 

ア 単体事業者（１社）で参加する場合 

(ｱ) 一般競争入札参加申込書（様式１） 

イ 共同企業体（２又は３社）で参加する場合 

(ｱ) 共同企業体入札参加申込書（様式２） 

(ｲ) 共同企業体協定書（様式３）の写し 

(ｳ) 誓約書（様式４） 

(2) 申込書等の提出 

     申込書等は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

 (3) 申込書等の受付 

   申込書等は、次のとおり受け付ける。 

  ア 受付期間 令和７年１月２４日（金）から同年２月４日（火）までの土曜日およ

び日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時まで 

  イ 受付場所 秋田市上下水道局総務課管財係 

ウ  申込書等 秋田市上下水道局ホームページから入手すること。 

  上下水道局ホームページ 

   https://www.city.akita.lg.jp/suido/index.html 

 

７ 設計書および仕様書の閲覧に関する事項 

https://www.city.akita.lg.jp/suido/index.html
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(1) 閲覧期間は、令和７年１月２４日（金）から同年２月１０日（月）までの土曜日お

よび日曜日を除く毎日、午前９時から午後４時までとする。 

 (2) 閲覧・貸出場所は、秋田市上下水道局総務課管財係とする。 

 (3) 設計書、仕様書等は、上下水道局ホームページにも掲載する。 

 

８  入札参加資格証の交付に関する事項 

(1) 入札参加希望者のうち、入札参加要件を満たしている者には、令和７年２月７日 

（金）に一般競争入札参加資格証を交付する。 

 

９  その他 

(1) 申込書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

(2) 提出された申込書等は、返却しない。 

(3) 申込書等の提出に関する問合せ先 

  秋田市上下水道局総務課管財係 

   電話 ０１８－８２３－８４３４ 


